
高山村人事行政の運営等の状況の公表 

 

高山村の人事行政における公平性、透明性を高めるため「地方自治法」及び「高山村人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成３０年度における高山村人事行政の運営等の状況に

ついて次のとおり公表します。 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（1）採用試験の実施状況 

①試験方法 第１次試験 ･････ 教養試験 

第２次試験 ･････ 口述試験、作文試験、身体検査 

②試験結果 

募集職種 応募者数 １次試験合格者 ２次試験合格者 

一般事務 ４人 ４人 ２人 

 

（2）職員の任用状況 

①採用試験（平成２９年度実施）による採用者数 

・一般事務２名 

 

②職位別任用状況 

平成３０年度における昇任者数の内訳は下表のとおりです。なお、昇任とは、職員を現在の

職から上位の職に任命することです。 

職 名 主 事 主 任 係 長 補 佐 参 事 課長級 

昇任者数  ６人 ２人    

 

（3）再任用制度の実施状況 

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうち改めて採用される職員で、

通常勤務の職員と短時間勤務の職員がいます。 

・短時間勤務・・・１名採用 

 

（4）職員の離職の状況 

・平成３０年度における職員の離職状況は下表のとおりです。 

退 職 内 容 退職者数（人） 

定年退職  

勧奨退職  

早期退職優遇措置による退職  

普通退職 １ 

分限免職  

懲戒免職  

失職  

死亡退職  

任期満了による離職  

計 １ 

 



（5）年齢階層別職員の在職状況（平成３１年４月１日現在）              （人） 

区 分 
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職員数 1 3 4 13 5 4 3 9 5 7 9  63 

 

（6）定員管理の状況（各年４月１日現在）                      （人） 

     区 分 
部 門 

平成29年 平成30年 平成31年 
対前年 
増減数 

備 考 

一般行政

部門 

議 会 １ １ １   

総 務 ･企 画 １６ １６ １６   

税 務 ３ ３ ４ １  

農 水 ７ ７ ７   

商 工 ２ ２ ２   

土 木 ３ ３ ３   

民 生 ６ ５ ５   

衛 生 ５ ６ ６   

小 計 ４３ ４３ ４４ １  

特別行政

部門 

教 育 １３ １３ １３   

小 計 １３ １３ １３   

公営企業

等会計部

門 

水 道 １ １ １   

下水道 １ １ １   

その他 ４ ４ ４   

小 計 ６ ６ ６   

合  計 ６２ ６２ ６３   

 

２．職員の給与の状況 

（1）人件費の状況（平成３０年度普通会計決算） 

住民基本 

台帳人口 

(30年度末) 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

２９年度の 

人件費率 

3,577 2,748,181 109,881 506,239 18.4 16.5 

※人件費には、村長や議会議員等に支給される給与・報酬等を含みます。 

 

（2）職員給与費の状況（平成３０年度普通会計決算） 

職員数 

Ａ 

給 与 費 一人当たり

給与費 

Ｂ／Ａ 
給  料 職員手当 期末・勤勉手当 

計 

Ｂ 

57 202,548 28,032 81,455 312,035 5,474 

※職員数には、事業会計（簡易水道事業）の職員や特別会計（国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、農業

集落排水）の職員は含まれていません。また、職員手当には退職手当は含まれていません。 

 

（3）ラスパイレス指数の状況 

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を

示す指数です。 

 



年  度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

ラスパイレス指数 ９８．２ ９６．３ ９７．０ 

 

（4）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

294,700 円 330,500 円 39.9 歳 317,800 円 324,300 円 58.6 歳 

 

（5）職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在） 

区  分 初任給 採用２年後給料額 

一般行政職 
大学卒 180,700 円 192,400 円 

高校卒 148,600 円 157,000 円 

 

（6）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在） 

区  分 
経験年数 

10年以上 15年未満 15年以上 20年未満 20年以上 25年未満 

一般行政職 
大学卒 246,600  円 290,800 円 －   円 

高校卒   240,900 円 287,400 円 327,500 円 

 

（7）一般行政職の級別職員数の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

計 標準的な 

職務内容 

主事 

主事補 

主任 

主事 

係長 

主任 
補佐 

課長、局長 

参事 
課長 

職 員 数 6 人 8 人 13 人 9 人 2 人 8 人 46 人 

構 成 比 13.0％ 17.4％ 28.3％ 19.6％ 4.3％ 17.4％ 100.0％ 

※職員数は、村の給与条例に基づく給料表の級区分によるものです。 

また、標準的な職務内容はそれぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

（8）職員手当の状況 

手当の種類 手当の概要 平成30年度の支給実績等 

退職手当 勤続年数  自己都合  勧奨・定年 

勤続20年  19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年  28.0395月分  33.27075 月分 

勤続35年  39.7575月分   47.709   月分 

最高限度  47.709 月分  47.709   月分 

※定年前早期退職特例措置 2％～20％加算 

※応募認定退職特例措置 3％～45％加算 

１人当たり平均支給額 

（平成29年度退職者） 

14,499千円 

期末・勤勉 

手当 

期末手当 2.60月分（特定幹部職員2.20月分） 

勤勉手当 1.85月分（特定幹部職員2.25月分） 

※職制上の段階、職務の級等による加算措置  

5％～15％加算 

支給実績 78,127千円 

１人当たり平均支給額 

1,421千円 

特殊勤務 

手当 

マイクロバス及び除雪車の運転に従事した職員に 

支給 1日1,000円以内、4時間未満500円 

支給実績 0千円 

１人当たり平均支給額 

0千円 

時間外勤務 

手当 

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職

員に支給 

支給実績 2,354千円 

１人当たり平均支給額 



91千円 

扶養手当 配偶者 10,000円 

子については、1人につき8,700円 

（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1

人については10,000円） 

父母等については、1人につき6,500円 

（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合に

あっては、そのうち1人については9,000円） 

特定期間の扶養親族たる子がある場合は1人につき

5,000円加算 

支給実績 5,911千円 

１人当たり平均支給額 

257千円 

住居手当 月額12,000円を超える家賃の支払者に、家賃月額に

応じて27,000円を限度に支給 

支給実績 2,028千円 

１人当たり平均支給額 

225千円  

通勤手当 交通機関を利用して通勤する職員 55,000円以内 

自動車等を利用して通勤する職員 31,600円以内 

※通勤距離が片道2km未満の職員を除く 

支給実績 3,014千円 

１人当たり平均支給額 

67千円 

管理職手当 総括課長 45,000円 

課長・局長 39,000円 

参事 33,000円 

補佐 24,000円 

支給実績 9,223千円 

１人当たり平均支給額 

355千円 

寒冷地手当 寒冷地に在勤し、常時勤務に服する職員に11月から

3月の間支給 

扶養親族のある世帯主の職員 17,800円 

扶養親族のない世帯主の職員 10,200円 

世帯主でない職員 7,360円 

支給実績 3,205千円 

１人当たり平均支給額 

58千円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職員が休日に6時間を超える勤務及び平日の午

前零時から午前５時の間に勤務をした場合に支給 

総括課長 7,500円（平日3,800円） 

課長・局長 6,000円（平日3,000円） 

参事 5,000円（平日2,500円） 

補佐 4,000円（平日2,000円） 

支給実績  0千円 

１人当たり平均支給額 

0千円 

宿日直手当 宿日直を命ぜられた職員に支給 1回4,400円以内 支給実績 1,617千円 

１人当たり平均支給額 

51千円 

※支給実績等の額は、平成３０年度普通会計決算による。 

 

（9）特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 給料月額等 期末手当 

給料 村長 620,000 円 6月期 2.125月分 

12月期 2.325月分 

計   4.45月分 

加算措置 20％ 

副村長 523,000 円 

教育長 506,000 円 

報酬 議長 248,000 円 

副議長 180,000 円 

常任委員長 167,000 円 

議員 161,000 円 

退職手当 村長 給料月額×在職年数×520/100（任期毎に支給） 

副村長 給料月額×在職年数×300/100（任期毎に支給） 

教育長 給料月額×在職年数×270/100（任期毎に支給） 



３．職員の勤務時間その他の勤務時間の状況 

（1）勤務時間の概要 

始業時刻 終業時刻 休憩時間 

8時30分 17時15分 12時00分～13時00分 

 

（2）休暇制度の概要と種類 

職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇があります。その概要は下記

のとおりです。 

①年次有給休暇 

労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる有給による休暇で、１年につき最高２０日間

付与され、前年からの繰り越し分を含めると最高４０日になります。 

・平成３０年度の取得状況（非現業の一般職） 

対象者数 総付与日数 総取得日数 平均取得日数 消化率 

51人 1,974日 408.0日 8.0日 20.7％ 

②病気休暇 

負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明書等に基づき最小限度

必要と認められる期間、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です。 

③特別休暇 

事   由 期   間 

１ 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度任命権者が必要と認める期間 

２ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国

会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官

公署への出頭 

上に同じ 

３ 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望

者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び

兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄

若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹

細胞を提供する場合で当該申出又は提供に

伴い必要な検査、入院等のため勤務しない

ことがやむを得ないと認められるとき 

上に同じ 

４ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次

に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に

対する支援となる活動を除く。）を行う場合

で、その勤務しないことが相当であると認

められるとき。 

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の

災害が発生した被災地又はその周辺の地

域における生活関連物資の配布その他の

被災者を支援する活動 

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホーム

その他の主として身体上若しくは精神上

の障害がある者又は負傷し、若しくは疾

病にかかった者に対して必要な措置を講

ずることを目的とする施設であって村長

が定めるものにおける活動 

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上

１の年において５日の範囲内の期間 



若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支障

がある者の介護その他の日常生活を支援

する活動 

５ 職員の結婚 結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後

１月を経過する日までの期間における連続

する５日の範囲内の期間 

６ 職員の出産 出産予定日以前６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては１４週間）目に当たる日から出産の日

までの期間において職員から請求のあった

期間と出産の日後８週間 

７ 職員が生後満１年に達しない子を育てる

場合 

１日２回それぞれ３０分間（男性職員にあっ

ては、その子の当該職員以外の親（当該子に

ついて民法第１８７条の２第１項の規定に

より特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事裁判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって当該子を現に監護するもの又は児童

福祉法第２７条第１項第３号の規定により

当該子を委託されている同法第６条の４第

１項に規定する里親であって、養子縁組によ

って養親となることを希望している者若し

くは同条第２項に規定する養育里親である

者（同法第２７条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により、養子縁組に

よって養親となることを希望している者と

して委託することができない者に限る。）を

含む。別表第４第２号において同じ。）が当該

職員がこの号の休暇を使用しようとする日

におけるこの号の休暇（これに相当する休暇

を含む。）を承認され、又は労働基準法第６７

条の規定により同日における育児時間を請

求した場合は、１日２回それぞれ３０分から

当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を

差し引いた期間を超えない期間） 

８ 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）の出産 

職員の妻が出産するため病院に入院する等

の日から当該出産の日後２週間を経過する

日までの期間内における２日の範囲内の期

間 

９ 職員の妻が出産する場合であってその出

産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては、１４週間）前の日から当該出産の日後

８週間を経過する日までの期間にある場合

において、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する職員が、これらの子の養育

のため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

当該期間内における５日（再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、

４０時間に条例第２条第２項又は第３項の

規定により定められたその者の１週間当た

りの勤務時間（当該勤務時間に１時間未満の

端数がある場合にあっては、これを切り上げ

た時間）を４０時間で除して得た数を乗じて

得た数の時間）の範囲内の期間 

10 小学校就学の始期に達するまでの子（配

偶者の子を含む。以下同じ。）を養育する職

１の年において５日（その養育する小学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場



員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話又は疾病の予防を

図るために必要なものとして村長が別に定

めるその子の世話を行うことをいう。）のた

め勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

11 要介護者の介護その他の村長が別に定め

る世話を行う職員が、当該世話を行うため

勤務しないことが相当であると認められる

場合 

１の年において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

12 生理に有害な職務に従事する女性職員及

び生理日において勤務することが著しく困

難な女性職員の生理の休養 

２日の範囲内の期間で、その都度任命権者が

必要と認める時間又は日数 

13 職員の親族（別表第２の親族欄に掲げる

親族に限る。）の死亡 

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する

日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっ

ては、往復に要する日数を加えた日数）の範

囲内の期間 

14 父母の追悼のための特別な行事（父母の

死亡後１５年内に行われるものに限る。）が

行われる場合 

１日の範囲内の期間 

15 夏季における盆等の諸行事、心身の健康

の維持及び増進又は家庭生活の充実のため

勤務しないことが相当であると認められる

場合 

１の年の７月から９月の期間内における、週

休日、条例第８条の４第１項の規定により割

振られた勤務時間の全部について時間外勤

務代休時間が指定された勤務日等、休日及び

代休日を除いて原則として連続する３日の

範囲内の期間 

16 地震、水害、火災その他の災害により次の

いずれかに該当する場合その他これらに準

ずる場合で、職員が勤務しないことが相当

であると認められるとき。 

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した

場合で、当該職員がその復旧作業等を行

い、又は一時的に避難しているとき。 

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属す

る者の生活に必要な水、食料等が著しく

不足している場合で、当該職員以外には

それらの確保を行うことができないと

き。 

７日の範囲内の期間 

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機

関の事故等により出勤することが著しく困

難な場合 

その都度任命権者が必要と認める期間 

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機

関の事故等に際して、職員が退勤途上にお

ける身体の危険を回避するため勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合 

上に同じ 

19 その他村長の定める場合 村長の定める期間 

③介護休暇 

配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むの

に支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給

の休暇です。 



（3）育児休業及び育児部分休業 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、

子が３歳に達する日までの期間を期限として、職務に従事しないことを可能とする制度で、育児

休業している期間については、給与は支給されません。 

育児部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、正規の勤務時間の初め又は終わりに１日

を通じて２時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況などから必要とされる時間

について、３０分を単位として休業を可能とする制度で、休業した時間の給与は減額されます。 

 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況 

（1）分限処分の状況 

分限処分とは、職員の身分保障を前提として、職員がその職責を十分に果たすことが期待でき

ない場合を定め、公務能率の維持を目的として行う職員に不利益な身分上の処分です。分限処分

には降任、免職、休職、降給の４種類があります。平成３０年度における分限処分の状況は次の

とおりです。 

降任 免職 休職 降給 

0人 0人 0人 0人 

 

（2）懲戒処分の状況 

懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うもので、地方公共団体における

規律と公務遂行の秩序を維持することを目的として、任命権者が職員に不利益を課す処分です。

懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の４種類があります。平成３０年度における懲戒処分の状

況は次のとおりです。 

免職 停職 減給 戒告 

0人 0人 0人 0人 

 

５．職員の服務の状況 

（1）職員の守るべき義務の概要 

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の

利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなら

ない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、次のような服務上の義

務が定められています。 

 

条 文 事     項 

第３２条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

第３３条 信用失墜行為の禁止 

第３４条 秘密を守る義務 

第３５条 職務に専念する義務 

第３６条 政治的行為の制限 

第３７条 争議行為等の禁止 

第３８条 営利企業への従事等の制限 

 

（2）職務専念義務の免除 

地方公務員法第３５条の規定により、職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体



がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません。ただし、「職務に専念する義務の特

例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合などに、任命権者の承認

を得て職務専念義務が免除されることがあります。平成３０年度における免除の状況は次のとお

りです。 

項    目 件数 

研修を受ける場合 0件 

厚生に関する計画に参加する場合 0件 

その他任命権者が定める場合 8件 

 

（3）営利企業等従事の許可状況 

地方公務員法第３８条の規定により、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的と

する会社等の役員を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないと

されています。平成３０年度における許可は４件でした。 

 

 

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（1）研修の状況 

職員の公務遂行能力の向上を目的として、各種研修に職員を派遣しています。 

研 修 名 受講者数（人） 

人事評価実務研修 11人 

一般職員研修 3人 

係長研修 2人 

新規採用職員研修 2人 

マナー研修 2人 

複式簿記入門研修 2人 

町村公平委員会研修 1人 

管理職特別セミナー自治体経営の課題 1人 

町村総務･財政及び企画担当課長研修 1人 

災害に強い地域づくりと危機管理研修 1人 

メンタルヘルスマネジメント実践研修 1人 

マニュアル作成術研修 1人 

折衝・交渉力研修 1人 

例規システム操作研修 44人 

 

（2）勤務成績の評定の状況 

   ・未実施 

 

７．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（1）職員の健康の保持増進対策 

・全職員を対象に実施（人間ドック受診者を除く） 

 

（2）安全衛生管理の状況 

労働安全衛生法には、事業者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場にお

ける労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと定められています。これに基づ



き、村では安全衛生推進者を選任しています。 

（3）災害補償の実施状況 

地方公務員法には、職員が公務（通勤途上を含む。）により死亡し、負傷し、又は疾病にかかっ

た場合等においては、職員又は職員の遺族にその損害を補償しなければならないとされています。

この補償の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公務員災害補償法に基づき設置されている

地方公務員災害補償基金という補償機関が公務災害補償を行っています。平成３０年度における

認定の状況は次のとおりです。 

種別 件数 

公務災害 1件 

通勤災害 0件 

 

（4）共済制度の概要 

地方公務員法第４３条では、職員又は職員の被扶養者の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、

障害、死亡に関して適切な給付を行うために、相互救済を目的とする共済制度が実施されなけれ

ばならないことが規定されています。職員は群馬県市町村共済組合（学校関係職員の一部は公立

学校共済組合）に加入していますが、共済組合では組合員とその家族の生活の安定と福祉の向上

に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として、以下の事業を行っています。 

①給付事業 組合員とその家族のその家族の病気、負傷、出産、死亡、休業又は災害に対する給付 

②長期給付 組合員の退職、在職中の病気や怪我による障害又は死亡に対して行う年金や一時金の

給付 

③福祉事業 健康診査などの健康の保持増進事業、住宅資金をはじめとする貸付など 

 

８．公平委員会の業務の状況 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況 

①制度の概要 

地方公務員法の規定により、職員は勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、

地方公共団体の当局により適当な措置が採られるべきことを要求することができます。 

②件数及び処理状況 

平成３０年度において、職員から勤務条件に関する措置の要求はありませんでした。 

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況 

①制度の概要 

地方公務員法の規定により、職員は懲戒その他意に反する不利益な処分を受けたときは、公平

委員会に対して不服申立てを行うことができます。 

②件数及び処理状況 

平成３０年度において、職員から不利益処分に関する不服申立てはありませんでした。 


